
職場の安全衛生管理
小規模事業場における

労働安全衛生関係法令のポイント

滋賀労働局・各労働基準監督署（大津・彦根・東近江）
～働きやすい滋賀をめざして（労働災害ゼロ業務上疾病ゼロへ）～



本資料について
（以下の内容をご了承の上、本資料をご覧ください。）

• 労働安全衛生関係法令では、事業者に対して使
用する労働者の労働災害や健康障害を防止する
観点から、様々な措置が義務付け等されていま
す。

• 本資料は、これらの法的義務の内、全ての業種
の小規模事業場（労働者数50人未満）に義務付
けられている基本的なものを紹介しています
（なお、目次9において、労働者数が常時50人以
上となった場合に必要となる措置の概要を紹介
しています。）。

• 労働安全衛生関係法令は、規定されている措置
の範囲が非常に幅広く、特定の業種、機械器具、
物質、作業に限定して適用されるものが多々存
在しますが、これらの規定につきましては、本
資料では紹介していません。

• また、本資料では、それぞれの法的義務の概要
を説明しています。

• 従いまして、本資料に掲載されていない労働安
全衛生関係法令上の規定等につきましては、別
途厚生労働省から発表されている資料をご参照
いただくか、滋賀労働局又は最寄りの労働基準
監督署にお問い合わせください。
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健康診断２

長時間労働を行った労働者への健康管理３

安全衛生教育４

はじめに１

安全衛生管理の責任者５

労働災害が起こったら６

危険・有害な作業を行う場合（概要）８

～ 目 次 ～

雇入時の健康診断、定期健康診断、有所見者への医師からの意見聴取・事後措置
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資格（免許・技能講習・特別教育）、作業主任者、安全装置、検査、用途外使用、作業計画、特
殊健康診断、作業環境測定、有害物ばく露防止措置、作業記録、計画等届出
新たな化学物質管理の規制

労働者数が50人以上になったら（概要）９
安全管理者・衛生管理者・産業医、安全衛生委員会、ストレスチェック、健康診断結果報告

労働時間の状況の把握、面接指導対象選定の基準（時間外・休日労働時間）、
医師による面接指導の実施

雇入時教育、作業内容変更時教育、職長教育

安全衛生推進者等の選任、職務

労働者死傷病報告、その他の手続き（概略）

メンタルヘルス対策７
ストレスチェック制度（努力義務）
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はじめに１
全ての事業者は、自らが使用する労働者の労働災害や健康障害を防止する観点から、労働安全
衛生関係法令や労働契約法上の安全配慮義務等、様々な法的義務が課されています。
本資料においては、その中でも小規模事業場（労働者数50人未満の事業場）に焦点を当てて、
どの様な観点から労働者に対する安全衛生管理を行うべきかを解説していきます。

4月
5月

6月

7月

8月

9月
10月

11月

12月

1月

2月

3月

雇入れ時の健康診断
4月に新たに採用した労働者に健康診
断を実施しました。

（詳しくは2(1)参照）

雇入れ時の安全衛生教育
4月に新たに採用した労働者に職場に
おける安全衛生教育を実施しました。

（詳しくは4参照）

事業場

・・・

労働者
（雇入れ）

・・・

・・・

長時間労働者の面接指導
7月に月80時間を超える時間外・休日労働
を行った労働者がおり、医師の面接指導
を希望したことから、8月にこれを実施し
ました。

（詳しくは3参照）

定期健康診断
この事業場では毎年10月に健康診断
を実施しています。4月の採用者も含
めて健康診断を行いました。

（詳しくは2(2)参照）

!!

労災事故
とある労働者が仕事中に負傷し休業
する必要が生じたことから、労働者
死傷病報告を監督署に提出しました。

（詳しくは6参照）

安全衛生推進者
労働者数50人未満のこの事業場
では、安全衛生推進者を選任し、
事業場内に問題がある場所が無
いか等をチェックしています。

（詳しくは5参照）

とある事業場の一年間（安全衛生管理の観点から）

!!

☠ !!

業務内容変更時の
安全衛生教育
4月に向けて作業方法等を
変更することになったこ
とから、全労働者に安全
衛生教育を実施しました。

（詳しくは4参照）

・・・

ストレスチェック
また、健康診断の時期に合わせて、ストレス
チェックを実施しました。（詳しくは7参照）
※労働者数50人未満の事業場については、ストレスチェッ
クの実施は努力義務ですが、労働者のメンタルヘルス対策
実施の観点から、積極的に実施しましょう。）



健康診断の実施２
業種に関係なく全ての事業場に共通する事業者の安全衛生上の義務が、労働者の健康管理です。
労働安全衛生関係法令では、労働者への健康診断の実施、診断の結果、異常の所見が認められた
労働者への事後措置等が事業者に義務付けられています。
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雇入れ

労働者 事業場

直前又は直後

雇入れ時健康診断 定期健康診断

1年以内 1年以内毎
定期に

3ヶ月以内

(1) 雇入れ時健康診断 （安衛法第66条第1項、安衛則第43条）

常時使用する労働者を雇入れるときに、この労働者に対して医師による健康診断を実施す
る必要があります。

(2) 定期健康診断 （安衛法第66条第1項、安衛則第44条）

健診結果を
証明する書類

POINT1

健康診断
個人票

健康診断個人票の
作成・保存（5年間）

医師

POINT3

常時使用する労働者

POINT2

事業場

産業医等

♥

有所見
労働者

①有所見労働者について、
産業医等に意見聴取

②意見を個人票
に記入

③産業医等の意見を
踏まえた事後措置

以下の両方を満たす場合は、省略可能。
・雇入れ前3ヶ月以内に健康診断を受診 ・健康診断の結果を証明する書類を提出

POINT1

１ 既往歴及び業務歴の調査 ２ 自覚症状及び高く症状の有無の調査 ３ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
４ 胸部エックス線検査 ５ 血圧の測定 ６ 貧血検査（血色素量、赤血球数）
７ 肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP） ８ 血中脂質検査（LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド）
９ 血糖検査 10 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無） 11 心電図検査

１ 既往歴及び業務歴の調査 ２ 自覚症状及び高く症状の有無の調査 ３ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
４ 胸部エックス線検査及びかくたん検査 ５ 血圧の測定 ６ 貧血検査（血色素量、赤血球数）
７ 肝機能検査（GOT、GTP、γ-GTP） ８ 血中脂質検査（LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド）
９ 血糖検査 10 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無） 11 心電図検査

常時使用する労働者に対して、1年以内毎に1回、定期に、医師による健康診断を実施する
必要があります。

※医師の判断等により省略できる項目があります。
※安衛則第45条の規定により、一部の危険有害業務従事者（深夜労働従事者含む）は6ケ月以内毎に1回の健康診断が必要となります。
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POINT2 「常時使用する労働者」について
① 短時間労働者（パート・アルバイト）

労働契約は
期間の定めが
あるか？

1

契約期間は
1年以上か？

更新により
1年以上

使用予定か？

以下のフローチャートで「常時使用する労働者」に該当する短時間労働者を確認してください。

1年以上
引続き
使用か？

非該当

期間の定め
有り

期間の定め
無し

1年以上
（1年含む）

1年未満
（6ケ月等）

予定有り
（自動更新等）

予定無し

結果的に
1年以上使用

結果的に
1年未満使用

２
・同種業務を行う
・通常の労働者

短
短時間労働者

所定労働時間（→長） 1/2 3/4 1

該当
非該当

（但し実施推奨）

同種業務を行う通常の労働者の
所定労働時間の4分の3以上か？
（但し、4分の3未満でも2分の1以上
の場合は、常時使用する労働者に準
じて実施することが望ましい。）

② 副業・兼業で働く者（副業・兼業の促進に関するガイドラインより）

労働者

A社

B社

（副業・兼業） （通算不要）

所定労働時間（A社）

所定労働時間（B社）

それぞれ単独に労働時間を見て
「常時使用する労働者」に該当
するかで判断する。

使用者の指示で副業・兼業
を始めた場合は、両社の所
定労働時間を通算した時間
で「常時使用する労働者」
に該当するかを判断するこ
とが望ましいとされていま
す。

POINT3 事後措置（有所見者への対応について）
定期健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者に関しては、労働者の健康保
持のために必要な措置につき、産業医等の医師から意見を聴取した上で、その意見を勘案し
て必要が認められる場合は、適切な事後措置を講じなければなりません。

(1) 診断日から３ヶ月以内に実施

♥
有所見労働者

医師・産業医

労働者数50人未
満の小規模事業
場に対しては、
地域産業保健セ
ンターで無料で
意見聴取を受け
ることができる
制度が有ります。

事業場

(2) 医師の意見を健康診断個人票に記録

１．医師からの意見聴取

２．事後措置
(3) 事後措置の実施（保存期間5年）
【労働者】①就業場所の変更、②作業の転換、③労働時間の短縮、
④深夜業の回数の減少 等
【事業場】①作業環境測定の実施、②施設・設備の設置・整備等
③意見を安全衛生委員会等へ報告 等

氏 名

健 診 年 月 日 年 月 日

年 齢 歳

医 師 の 意 見

意見を述べた医師の
氏 名

↓ 健康診断個人票（抜粋）

意見としては、「通常勤務」、「就業制限」、
「要休業」。通常勤務以外の場合は、具体的
内容を記入。
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長時間労働を行った労働者への健康管理3
労働者の健康管理を行う中で、長時間にわたる過重な労働を行った労働者に対する健康面での
管理の必要性が、近年非常に重要となってきています。
過重労働は脳梗塞や心筋梗塞等の「脳・心臓疾患」やうつ病等のストレスが関連する精神疾患
等の原因となる可能性があることから、時間外・休日労働の削減や年次有給休暇の取得促進に努
めるとともに、長時間労働を行った労働者に対する医師の面接指導・事後措置等を実施してくだ
さい。

タイム
カード

労働者
（管理監督者を含む）

当月 翌月以降

当月の
時間外・休日労働時間

80時間超POINT1

事業場

PCログ等

POINT2

労働時間の状況の把握
記録を3年間保存

労働時間に
関する
情報の通知

時間外・休日労働時間
●●時間

面接指導
の申出

医師の面接指導を
申し込みます

面接指導依頼
情報提供

面接
指導

意見聴取

締日後1ヶ月以内 申出後1ヶ月以内

事後
措置

記録
作成

POINT3

(1) 労働時間の状況の把握（安衛法第66条の8の3、安衛則第52条の7の3）

事業者は、労働者の労働時間の状況を把握する必要があります。
管理監督者、研究開発業務に就く者も例外にはなりません。また、裁量労働制で働く労働
者は、みなし労働時間ではなく、実労働時間を把握する必要があります。

POINT1 労働時間の状況の把握は、以下の様な客観的な方法等による必要があります。
• タイムカードによる記録
• パソコン等の使用時間の記録 等

(2) 面接指導対象選定の基準（時間外・休日労働時間）
医師の面接指導の対象として考慮するべき要素は、労働者の時間外・休日労働時間の水準
です。

時間外・休日労働時間数（月）

健康障害のリスク

高

低

月45時間以内 月100時間超
（又は、2～6ヶ月平均で80時間超）

労働者の健康障害リスクは、
時間外・休日労働時間数が
月45時間を超えると徐々に高まり、
月100時間を超えると非常に高くなります。

医師
（産業医等）
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POINT2 面接指導の対象となる「時間外・休日労働」とは？
（36協定の「時間外労働及び休日労働」とは異なる点に注意）

＝ １ヶ月の総労働時間数 －
１ヶ月の暦日数

7
× 40

１ヶ月当たりの
時間外・休日労働時間数（時間）

時間外・休日労働時間の計算

所定労働時間数
＋延長（残業）時間数
＋休日労働時間数 ※特例措置対象事業場（週44時間制）、変形労働時間

制、フレックスタイム制採用事業場も同様に計算する。

36協定では、
• 「時間外労働」は、1日、週、（変形期間等）の法定労働時間を超えて行った労働時間
• 「休日労働」は、法定休日（原則週1日）に労働させた時間
とされており、この2つを合計した時間と、先述の「時間外・休日労働」の時間が異なる数値になる可能性が
あります。

医師の面接指導の要件
一般労働者（管理監督者含む）の場合

45時間
＝ 222.14…－ ( 31 ÷ 7 × 40 )
月総労働時間数

１ヶ月当たりの
時間外・休日労働時間数（時間）

0時間
＝ 177.14…－ ( 31 ÷ 7 × 40 )
月総労働時間数

※31日の月の場合 労働者本人に
時間外・休日労働
の情報通知80時間

＝ 257.14…－ ( 31 ÷ 7 × 40 )
月総労働時間数

産業医がいる場合、
産業医に情報提供

労働者より
面接指導の申出

労働者の健康確保措置（医師の面接指導等）を、
あらかじめ労使協定等により定め、周知しておく
（特に、基礎疾患等がある労働者は重視）

医師の面接指導

義務
有

無
検討

(3) 医師による面接指導の実施（安衛法第66条の8）

事業者は、1ヶ月当たりの時間外・休日労働時間が80時間を超えた労働者から、医師の面
接指導に関する申出があった場合、申出から1ヶ月以内に医師による面接指導を実施する必
要があります。また、事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な
措置について、面接指導を実施した医師から意見を聴くとともに、面接指導等の記録を作成
し、5年間保存する必要があります。

労働者
長時間労働
面接指導申出 事業場

医師
産業医選任の場合
当該産業医

労働者数50人未満の小規模事
業場に対しては、地域産業保
健センターで無料で面接指導
を受けることができる制度が

有ります。

面接指導 意見聴取等 【事前】（産業医選任の場合）
申出労働者の長時間労働等に関する情
報の通知

面接指導結果・申出労働者の健康を保
持するために必要な措置を面接指導を
実施した医師から聴取

面接指導等の記録を作成し、5年間保存

事後措置

事後措置が必要な場合は、必要な事後
措置を実施する

POINT3



専門スタッフ（産業カウンセラー・社労士等）が事業場に訪問し、メンタル
ヘルス対策の計画作成やストレスチェック制度の導入・職場環境改善に関す
る実地相談、管理監督者や若手労働者に対するメンタルヘルス教育などを
行っています。

労働者数50人未満で産業医の選任義務のない小規模事業場の事業者や労働者の皆様に対し、健康
相談や保健指導のサービスを行っています。
具体的には、メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談、健康診断の結果について

の医師からの意見聴取、長時間労働者に対する面接指導等について、専門の医師や保健師等が相談
に応じてくれます。相談内容や指導内容に関する秘密は守られ、また、相談は無料です。是非ご利
用ください。

大津地域窓口（大津地域産業保健センター）
大津市浜大津１－２－２２大津商中日生ビル８Ｆ滋賀産業保健総合支援センター内
ＴＥＬ：０７７－５１０－０６１５ ＦＡＸ：０７７－５１０－０６１６
担当地域：大津市、高島市、草津市、栗東市、守山市、野洲市

彦根地域窓口（彦根地域産業保健センター）
彦根市八坂町1900番地４ 彦根市保健・医療複合施設３Ｆ
ＴＥＬ：０７４９－２７－０１３３ ＦＡＸ：０７４９－２６－９７９７
担当地域：彦根市、愛知郡、犬上郡

近江八幡地域窓口（近江八幡地域産業保健センター）
近江八幡市八幡町１７０旧八幡教育集会所１Ｆ
ＴＥＬ：０７４８－３１－３５４４ ＦＡＸ：０７４８－３１－３５４４
担当地域：近江八幡市、東近江市、甲賀市、湖南市、蒲生郡

湖北地域相談窓口（湖北地域産業保健センター）
長浜市宮司町１１８１－２湖北医師会・湖北医療サポートセンター内
ＴＥＬ：０７４９－６５－７８６６ ＦＡＸ：０７４９－６５－２７５８
担当地域：長浜市、米原市

地域窓口（地域産業保健センター）のご案内

滋賀産業保健総合支援センターのご案内

大津市浜大津１－２－２２大津商中日生ビル８Ｆ
ＴＥＬ：０７７－５１０－０７７０ ＦＡＸ：０７７－５１０－０７７５

メンタルヘルス
対策

専門スタッフ（産業カウンセラー・社労士等）が事業場に訪問し、両立支援
制度の導入支援、患者（労働者）と企業の間の個別調整支援などを行ってい
ます。

治療と仕事の
両立支援対策

産業医等の産業保健スタッフや事業者等を対象として、メンタルヘルス対策
や、治療と仕事の両立支援をはじめとする産業保健をテーマに研修を行って
います。また、窓口・電話・メールでご相談に応じ、解決方法を助言してい
ます。

研修、
相談対応

POINT 働く人の「こころ」と「からだ」の健康を無料でサポートいただけます。

(4) 産業保健活動総合支援事業

8
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安全衛生教育４
労働者が事業場において安全かつ健康に仕事を行っていくためには、事業者がこれらの注意点
をあらかじめ労働者に教育という形で認識させることが不可欠です。
労働安全衛生関係法令では、労働者の雇入れ時、作業内容の変更時に、労働者に対してこれら
の教育を行う必要があります。
また、危険性・有害性が高い一定の業務につきましては、同法令において「特別教育」の実施
が義務付けられており、この教育を修了した上で、労働者にこれらの業務を行わせる必要があり
ます（「特別教育」については、後述７「危険・有害な作業を行う場合」を参照してくださ
い。）。

(1) 雇入れ時教育 （安衛法第59条第1項、安衛則第35条）

事業者は、労働者を雇入れたときに、この労働者が従事する業務に関する以下の①～⑧の項
目につき教育を行う必要があります。

雇入れ

労働者

事業場 ・・・

雇入れ時
教育

作業

作業内容
変更

・・・ 作業

作業内容
変更時
教育

機械等

原材料等

危険性

有害性

取扱い方法

の

①機械等、原材料等の危険性または有害性
およびこれらの取扱い方法に関すること
事業場内で使用する機械・器具・用具、および、
原材料・完成品を取扱う場合はこれらのものにつ
いて、負傷の観点からどの様な危険性があり、ま
た健康障害の観点からどの様な有害性があるのか。
危険性・有害性を避けて作業を行うためにどの様
に取り扱うべきかを教育します。

!!

☠

？

②安全装置、有害物抑制装置または保護具
の性能およびこれらの取扱い方法に関する
こと
①で触れた機械等に備え付けられている安全装置、
有害な原材料について健康障害防止の観点から備
え付けられた装置、および、労働者に使用させる
保護具がどの様に危険性・有害性から労働者を守
るのか、どの様に取扱うかを教育します。

安全装置
クレーンフック
の外れ止め→

動力プレスの
光線式安全装置→

の

取扱い方法

性能

保護具

有害物抑制装置
←局所排気装置

・・
←保護帽
（ヘルメット）

呼吸用保護具
（マスク）→

安全距離 防じん性能

？操作方法
禁止事項

③作業手順に関すること
①の機械、原材料等を②の安全装置、保護具等を
用いつつ操作・加工等してどの様に安全で健康障
害に配慮して作業を行っていくかを教育します。 安全な

荷役作業

有害物
ばく露防止

1

2

3

4

④作業開始前の点検に関すること
①の機械等や②の安全装置等について、有効に使
用することができ安全衛生面で問題が無いかを点
検することを教育します。

点検実施 （異常有れば）
補修等 安全に作業

点検せず
作業・・・

!!
労災事故
発生！！

危険性・有害性のある化学物質の製造・取扱い事業場では、化学物質の安全衛生に関する必要な教育を行ってください。
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⑤その業務に関して発生するおそれのある
疾病の原因及び予防に関すること
事業場でその者が従事する業務の性質上り患する
可能性がある疾病としてどの様なものがあるか、
および、これを予防するためにどの様な注意を行
う必要があるかを教育します。

⑥整理、整頓および清潔の保持に関するこ
と
事業場内の整理及び整頓は、作業スペースの確保
や効率的な作業遂行のみならず、転倒や倒壊災害
の予防につながります。清潔の保持は、労働衛生
面で疾病や健康障害の予防につながります。これ
らの進め方等について教育します。

⑦事故時等における応急措置及び退避に関
すること
業務中に事故等の異常事態が発生した場合の対処
方法や退避方法を教育します。

⑧その他その業務に関する安全衛生のため
に必要な事項
①～⑦以外で、業務に従事する中で負傷や健康障
害を予防するために取り組む、注意する事項等を
教育します。

疾病

原因 予防☠
マスク着用
うがい・手洗い

4S

整理 整頓

清掃 清潔

必要な物と不要な物を分け
て、不要な物を処分する。

必要な物をすぐに取出し、
使用できるように、分かり
やすく安全な状態にする。

作業する場所や身の回り、
廊下や休憩所等共有場所の
ごみや汚れを取り除く。

職場、機械設備や用具等の
汚れを取り除く等して、清
潔な状態を保持する。不要な物は

捨てる

必要な物は
邪魔にならない
分かりやすい場所に

汚れを取除き、
除菌する等
衛生的な状況に

床面の
ゴミ・水・油等
を清掃で除去

転倒・倒壊災害
感染症等の予防

事故時 応急措置

退避!!

!!

火災・地震等

交通事故等

労働災害等 ☎ 通報・連絡
応急的
な手当

避難経路
の設定

【例】KY（危険予知）活動

荷積の取扱作業

どの様な
危険性があるか？

安全に作業するために、
私はこうする！！

荷の崩壊

!!
腰痛

保護帽の着用 一度に取扱う
量の制限

(2) 作業内容変更時教育 （安衛法第59条第1項、安衛則第35条）

(3) 職長教育 （安衛法第60条、安衛則第40条）

事業者は、労働者の作業内容を変更したときに、この労働者が従事する業務に関する以上の
①～⑧の項目につき教育を行う必要があります。

特定の業種の事業者は、新しく職長等労働者を直接指導・監督する立場になった者に対して、
以下の項目につき教育を行う必要があります（講習機関等でも実施しています。）。

項 目 時 間

作業手順の定め方
労働者の適正な配置の方法 2時間

労働者の指導及び教育の方法
作業中における監督及び指示の方法 2.5時間

リスクアセスメントの方法
リスクアセスメントの結果に基づき講ずる措置・設備
作業等の具体的な改善の方法

4時間

異常時における措置
災害発生時における措置 1.5時間

作業に係る設備・作業場所の保守管理の方法
労働災害防止についての関心の保持・労働者の創意工夫を引き出す方法 2時間

【対象業種】
１ 建設業
２ 製造業※
（例外）
イ たばこ製造業
ロ 繊維工業

紡績業・染色整理業は、実施が必要です。
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業

セロファン製造業は、実施が必要です。
３ 電気業
４ ガス業
５ 自動車整備業
６ 機械修理業

※令和５年４月１日から、新たに全ての食料品製造業、
新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業が対象業種に
加えられました。



高年齢労働者の就労が一層増加し、これに伴い労働災害による死傷者のうち60歳以上の労働者の占
める割合の増加が懸念されています。こうしたことから、厚生労働省は令和2年3月に高年齢労働者の
労働災害防止を目的として、事業者や労働者が取り組む事項をとりまとめ、「高年齢労働者の安全と健
康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）を公表しました。

事業者に求められる事項

労働者の意見を聞く機会
や労使で話し合う機会

体制 経営トップ
方針表明

担当者・組織
の指定

危険源の特定等のリスクアセスメントと対策の検討

具体的取組

予防 把握・気づき 措置

場
の
リ
ス
ク

人
の
リ
ス
ク

安
全
衛
生
教
育

身体機能を補う設備・装備の
導入（本質的に安全なもの）

メンタルヘルス対策（セル
フケア・ラインケア等）

健康維持と体調管理

運動習慣、食習慣等の
生活習慣の見直し

体力づくりの
自発的な取組の促進

危険箇所、危険作業
の洗い出し

ストレスチェック
①個人、②集団分析

作業前の体調チェック

健康診断

安全で健康に働く
ための体力チェック

身体機能を補う設備・装備の導入
(災害の頻度や重篤度を低減させるもの)

職場環境の改善等のメンタルヘルス対策

働く高齢者の特性を考慮した作業管理

健診後の就業上の措置（労働時間短縮、配置
転換、療養のための休業等）

健診後の面接指導、保健指導

体力や健康状況に適合する業務の提供

低体力者への体力維持・向上に向けた指導

POINT

６0歳以上の高年齢労働者は、労働災害が重症化
しやすいため、職場が人手不足に陥ってしまう
おそれも・・・

高年齢労働者が安心・安全に働くことのできる
職場づくりを！

11

(4) 高年齢労働者の安全衛生対策 （安衛法第662）



関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること

安全衛生情報の収集および労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関す
ること

労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること

異常な事態における応急措置に関すること

安全衛生教育に関すること

健康診断および健康の保持増進のための措置に関すること

作業環境の点検（作業環境測定を含む。）および作業方法の点検ならび
にこれらの結果に基づく必要な措置に関すること

施設、設備等（安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。）の点
検および使用状況の確認ならびにこれらの結果に基づく必要な措置に関
すること

12

安全衛生管理の責任者５
事業場内で安全衛生管理を行うに当たっては、実際に管理を行う担当者の存在が重要となりま
す。労働安全衛生法では、事業場の業種や規模に応じて安全衛生管理に関する各種管理者の選任
を義務付けています。
労働者数が50人未満（10人以上）の比較的小規模な事業場においては、「安全衛生推進者」又
は「衛生推進者」の選任が必要であり、これらの担当者が事業場内における安全衛生管理実務の
任に就くこととなります。

安全衛生推進者 衛生推進者 安全推進者
（推奨）

事業場規模
常時使用する労働者

数
法人合計では無い点に

注意

常時10人以上50人未満
（常時50人以上の事業場は、安全管理者※、衛生管理者、産業医の選任が必要）
※安全管理者は業種指定有り

業種 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物
の加工業を含む）、電気業、ガス業、熱供給業、水
道業、通信業、各種商品卸売業※、家具・建具・
じゅう器等卸売業、各種商品小売業※、家具・建
具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴル
フ場業、自動車整備業、機械修理業
※「各種商品卸売業」及び「各種商品小売業」は、衣食住
全てにかかる商品を取扱う事業場のことです。

左以外の
業種の事業場

資格 ① 都道府県労働局の登録を受けた者が行う講習を修了した者
② 大学または高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務※

に従事した経験を有するもの
③ 高等学校または中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実

務※に従事した経験を有するもの
④ 5年以上安全衛生の実務※に従事した経験を有する者
⑤ 厚生労働省労働基準局長が②から④までに掲げる者と同等以上の能力を有

すると認める者
（安全管理者または衛生管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後、5年以上安全
衛生の実務※に従事した経験を有するもの）
※衛生推進者の場合は、「衛生の実務」

安全衛生推進者の資格
を有する者
又は、
これと同等以上の能力
を有すると認められる
もの。
（労働安全コンサルタント、
安全管理士、安全管理者の
資格を有する者）

(1) 選任義務 （安衛法第12条の２、安衛則第12条の２等）

選任事由発生

① 事業場規模が常時10人以上50人未満となった。
② 上記①の状態で、安全衛生推進者等に欠員が生じた。

１２

選任すべき事由が発生した日から
14日以内に選任

推

事業場に専属の者
（例外有り）

選任した安全衛生推進者等
の氏名を、掲示等により関
係労働者に周知

14日
以内

※「安全推進者」は、ガ
イドライン上選任が求め
られているもので、特に
以下の業種は重点的な配
置が勧められています。
小売業（左欄以外）、社
会福祉施設、飲食店

１ 点検と点検結果に基づく措置

２ 作業環境や作業方法の点検等

３ 健康診断・健康増進

４ 教育

(2) 安全衛生推進者等の職務 （安衛法第12条の２等）

５ 応急措置

６ 労災再発防止

７ 情報収集等

８ 手続き等

必要な職務の遂行

本資料4
参照

本資料6
参照

本資料
2・3
参照
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労働災害が起こったら６
本来、労働災害はあってはならないことですが、万が一発生した場合、治療に要する費用や休
業中の生活補償等にかかる労働者災害補償保険（労災保険）への請求手続きとは別に、労働災害
が発生した事実に関する監督署への報告義務が生じる場合があります。

!!

労災保険給付労働者死傷病報告

療養（補償）給付

※労災保険は、労働災害のみならず通勤災害も補償の対象となり
ます。※労災保険と異なり、労災事故報告の対象は労働災害のみで、

通勤災害は対象となりません。

休業（補償）給付

障害（補償）給付

遺族（補償）給付

● 休業日数が0日 ・・・

● 休業日数が1日～3日 ・・・

● 休業日数が4日以上
又は死亡災害 ・・・

労働者死傷病報告
（様式第24号）

労働者死傷病報告
（様式第23号）

報告不要

四半期毎の報告となり、1月～3月の災害は4月末日、4月～6月の
災害は7月末日、7月～9月までの災害は10月末日、10月～12月の
災害は翌年1月末日までに、様式第24号により、まとめて報告す
る。（様式第23号でその都度報告でも可）

発生後遅滞無く、様式第23号で事案毎にその都度報告する。

● 治療費 ・・・

● 休業により賃金を受けない
場合の生活補償 ・・・

● 障害（後遺症）が残る
場合の逸失利益 ・・・

● 遺族に対する補償 ・・・

→具体的な手続は、各種労災保険関係の
パンフレットを参照してください。

労働災害発生！！
※以下の傷病は、労働災害では「無い」、「無いかもしれない」もの
でも、「労働者死傷病報告」の提出が必要です。

就業中

事業場内
附属建物内

における
負傷 窒息

急性中毒

• 建設現場での傷病の場合は、元
方事業者の名称

• 構内下請の場合は、元請事業場
の名称

派遣労働者の場合のみ、元先の別と
派遣先事業場の名称

事業者職氏名を確実に記載すること
（押印は不要）

建設現場での傷病の場合は、工
事名を記入

建設現場での傷病の場合は、工
事現場の所在地を記入

被災者が所属する事業場（法人
ではない）の労働者数

災害発生状況の
略図を記入する

原則、被災者の所属事業場の番
号であるが、建設現場での傷病
の場合のみ、元請の番号を記載
する

報告書に関する問い合わせ先に
なる可能性が高いので、確実に
記入すること

労働者死傷病報告（様式第23号）
の記載例及び
作成上の注意点について

「労災かくし」は犯罪です！！
労働者死傷病報告を管轄の労働基準監督
署に提出しない行為は、「労災かくし」
として行政指導や書類送検の対象となる
可能性があります。



実施

検査結果の通知

常時使用する労働者が50人以上の事業場では、使用する労働者に対して、「メンタル不調の未然
防止のため自らのストレス状況への気付き」の観点から、医師等によるストレスチェックを実施す
る義務が生じます。
常時使用する労働者が50人未満の事業場におけるストレスチェックは現行努力義務となっていま
すが、労働者自身のストレスへの気付きや職場環境の改善を図る観点から、積極的な実施が望まれ
ます。

事業者 ストレスチェックの実施

監督的地位にある者
（解雇・昇進・異動等

権限所有者）

検査実施事務
への従事

検査結果の提供
労働者の同意が
ある場合を除く

ストレスチェック
実施者

医師・保健師等
研修を修了した看護師・精神保健
福祉士・公認心理士等も含む

実施
職業性ストレス

簡易調査票等の配布

労働者

健康診断
実施機関等

調査票等の提出
労働者に提出義務が
無い点に注意

検査実施事務従事者
（衛生管理者等）

高ストレス判定者からの申出による医師の面接指導

高

労働者
（高ストレス判定者）事業者

医

医師
（産業医等）

①医師による面接指導の実施希望

②面接指導の
実施依頼

③面接指導の実施

④面接指導結果を
踏まえた意見の聴取

⑤（医師の意見等を踏まえて必要と認められた場合）事後措置
（就業場所変更、作業転換、労働時間短縮等）

集団的分析・分析結果を踏まえた措置

検査実施事務従事者
（衛生管理者等）

ストレスチェック
実施者

部署毎等集団単位での
総合健康リスクを分析集計

90

105

128

職場のストレス要因確認
環境改善

集団（部署等）
※原則10人以上

総合健康リスク（全国平均が100）が、120を超
えている職場では、メンタルヘルスによる問題が
顕在化している可能性が高い

自身の
ストレス状況
への気付き

メンタルヘルス対策７
仕事や日常生活に関して不安やストレスを感じる労働者が増加し、仕事による強いストレスが
原因で精神障害を発病し労災認定される事例の数も高止まりの状況が続く中、労働者のメンタル
ヘルス対策への取り組みは重要度を増しています。メンタルヘルス対策は努力規定や指針により
定められたものが多いですが、これらの対策にしっかりと取り組むことで、労働者がより安心し
て働くことができる事業場を目指しましょう。

(2) ストレスチェック （安衛法第66条の10、安衛則第52条の9他）

衛生委員会等での調査審議

「心の健康づくり計画」策定

手法（４つのケア） 段階別の予防
（
労
働
者
自
ら
）

セ
ル
フ
ケ
ア

（
管
理
監
督
者
）

ラ
イ
ン
ケ
ア

事
業
場
内

産
業
保
健

ス
タ
ッ
フ
ケ
ア

事
業
場
外
部
資
源

に
よ
る
ケ
ア

一次予防

教育

二次予防

三次予防

メンタルヘルスが不調と思われる従業員の把握

メンタルヘルスの不調により従業員が休業

日常的な健康管理活動

ストレスチェック・職場環境の改善

メンタルヘルス不調への対応

職場復帰支援・再発防止

(1) メンタルヘルス対策 （労働者の心の健康の保持増進のための指針）

14
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危険・有害な作業を行う場合（概要）８

(1) 資格等 （安衛法第59条第3項、第61条）

(2) 作業主任者 （安衛法第14条）

危険性や有害性が高い一部の業務については、資格等を有する者しか従事させることができま
せん。
区分としては、以下の３段階から構成されます。

• 免 許・・・免許試験を合格した者等に対して都道府県労働局長が交付するもの
• 技能講習・・・都道府県労働局長の登録を受けた機関等が行う講習を修了するもの
• 特別教育・・・定められた科目・時間の特別な教育を修了するもの（必要な知識等を有する者がいれば事業

場内でも実施可能ですが、講習機関等でも実施しています。）

危険性や有害性が高い一部の業務については、一定の資格等を有する者を作業主任者に選任し、
これらの業務を行う労働者の指揮等必要な職務を行わせる必要があります。

その性質上危険性や有害性が高い一部の業務については、労働者の負傷や健康障害を防止する
観点から、法律上様々な要件や義務が定められているものがあります。
この項目ではその概要を紹介しますが、詳細は各種パンフレットを参照するか、最寄りの労働
基準監督署等に問い合わせてください。

☠

(3) 安全装置・危険箇所等接触防止・保護具 （安衛法第20条他）

主に機械等で労働者がはさまれたり・駆動部分等に巻き込まれる危険性がある箇所、加工物等
が飛散・飛来し労働者に接触するおそれがある作業、労働者が墜落等により負傷するおそれがあ
る場所等に、囲い・覆い・手すり・非常停止装置・警報装置を設けたり、労働者に保護帽等の保
護具を使用させる必要があります。また、誘導員や監視員等人を配置する措置が求められる業務
も存在します。

◆ 危険・有害な業務を行う場合の一般的な注意点

機体重量3トン以上の車両系建設機械
（ドラグショベル）の運転

車両系建設機械（基礎工事）
運転技能講習 修了者

小型車両系建設機械
（整地・運搬・積込・掘削）
運転特別教育 修了者

無資格者

車両系建設機械
（整地・運搬・積込・掘削）
運転技能講習 修了者

OK

有機溶剤作業主任者
技能講習 修了者

指揮等
必要な職務

事業者

有機溶剤作業主任者
に選任

有機溶剤業務
従事労働者

有機溶剤作業主任者技能講習
の修了は不要

☠

!!

はさまれ・巻き込まれ
危険箇所には覆い等を設置

!!

墜落危険箇所
には手すり等を設置

車両系建設機械の旋回範
囲内に労働者が立ち入ら
ないよう誘導員を配置

安全・健康障害無く
作業に従事

危険性・有害性が
高い業務



(7) 特殊健康診断 （安衛法第66条第2項）

有害性が高い一部の業務に従事する労働者に対して、健康障害防止の観点から、定期健康診断
とは異なる特殊な項目について医師の健康診断を実施する必要があります。
（※業務内容によっては、定期健康診断を6ケ月以内毎に実施する必要があるものもあります。）

(6) 作業計画 （安衛法第20条他）

主に危険性が高い一部の業務については、事前に安全に作業を行うための作業計画を策定し、
この計画に基づいて作業を行わせる必要があります。

(5) 本来の用途以外の用途での使用禁止 （安衛法第20条他）

危険性が高い機械は、その機械本来の用途で使用するからこそ安全に作業を行うことができる
ものであり、本来の用途以外の用途で使用する（用途外使用）と思わぬ事故や負傷につながる可
能性があります。

(4) 検査・点検 （安衛法第45条他）
危険性が高い機械器具や有害性が高い業務に使用するばく露防止用設備等については、その性
能や安全装置等の有効性を定期的に確認する必要があることから、作業開始前、毎月、毎年、使
用再開時等に検査や点検を行う必要があるものがあります。一部の検査は、都道府県労働局長の
登録を受けた機関等しか実施できません。

車両系建設機械
（ドラグ・ショベル等）

車両系荷役運搬機械
（フォークリフト等） 高所作業車

済

3 検査の中でも特定自主検査が必要
な機械は、登録された機関等しか
実施できません。実施した場合は、
検査済標章（三角形か四角形）を
貼付けます。

検査済標章【例】

フォークリフトの場合

荷の昇降・運搬 人の搭乗・昇降・運搬 つり上げによる
荷の昇降・運搬

フォークリフトを使って人の昇降・
運搬や荷のつり上げ等用途外使用を
行った場合、パレットからの人の墜
落や荷の偏荷重によるフォークリフ
トの転倒等の危険性があります。

用途外使用
（原則禁止。但し労働者への危険防止措置を講じた場合等は、
例外規定が適用される可能性有り）

フォークリフトの種類・能力

作業場所の広さ・形状

荷の種類・形状

安 全 作業計画の策定
作業計画に基づく作業

雇入れ

労働者 事業場 ☠
有機溶剤業務担当
に配置転換

1年以内 1年以内毎 定期に 1年以内毎 定期に

6ヶ月以内 6ヶ月以内毎
定期に

6ヶ月以内毎
定期に

6ヶ月以内毎
定期に

雇入れ時
（一般）健康診断 配置時（有機溶剤）

特殊健康診断

定期健康診断
特殊健康診断

定期健康診断
特殊健康診断特殊健康診断 特殊健康診断

16

※有機溶剤特殊健康診断等は、作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施
される等条件を満たす場合は、実施頻度が1年以内事に1回に緩和されます。
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(9) 有害物ばく露防止措置 （安衛法第22条）

有害性が高い一部の業務が行われる作業場等について、同所で業務を行う労働者の健康障害を
防止する観点から、有害物質等の労働者への接触、吸込み等を防止する措置を講ずる必要があり
ます。
措置としては、以下の様なものがあり、各種法令に応じてこれらの単独又は併用して措置を講
じます。
• 密閉設備…有害物の発散源を物理的に密閉する設備
• 局所排気装置…有害物を発散源において、有害物を局所的に吸引・排気する設備
• プッシュプル型換気装置…有害物の発散源前後に均一な空気の流れを発生させ、これを吸引・排気する設備
• 全体換気装置…外部からきれいな空気を作業場内に入れ、作業場内の有害な空気を希釈する等する設備
• 呼吸用保護具…作業者に呼吸用保護具（防じん・防毒マスク等）を使用させること

(10) 作業記録 （安衛法第103条、特化則第38条の4 、石綿則第35条）

主に石綿や一部の化学物質等で、遅発性の疾病が発症する原因になるおそれがある物質につい
ては、作業者がこれらを取り扱う作業を行った旨の記録を作成し保存する必要があります。

(8) 作業環境測定 （安衛法第65条）

有害性が高い一部の業務が行われる作業場等について、同所で業務を行う労働者の健康障害を
防止する観点から、有害物質等の濃度を定期的に測定する必要があります。
（※結果によっては、作業環境改善に必要な措置を講じる必要があります。）

(11) 計画等届出 （安衛法第88条）

一部の危険性・有害性が高い作業や機械の設置等については、事前に作業の計画や機械の設置
等について、管轄する労働基準監督署に届出を行う必要があります。

第１管理区分

第２管理区分

第３管理区分

良

悪

作業環境の
改善措置

衛 生

濃度の測定

作業場所

直ちに措置

措置に努める

有害物
発散源

局所排気装置の
フードで吸引

☠
有害物
発散源

呼吸用保護具の
装着

↑
排気

有害物
取扱作業

過去

現在

作業記録の作成

作業記録の保存
（例：30年間）

高さ31m超の建築物
の建設

高さ10m以上の足場
の組立 有機溶剤局所排気装置

の設置

計画届
設置届等

労働基準監督署



(12) 新たな化学物質管理 （安衛法第57条の3他）

労働安全衛生法の特別規則で規定された物質（有機
溶剤、特定化学物質等）以外の化学物質につきまして
も、危険性・有害性を有するもの、又は、これが不明
なものが数多く存在しており、化学物質を原因とする
労働災害やがん等の遅発性疾病も後を絶たない状況で
す。
これらを踏まえ、従来の特別規則の規定は維持しつ
つ、化学物質の自律的な管理を基軸とする新たな化学
物質規制の制度が、令和5年4月以降に順次導入されま
した。

特別規則適用物質
（有機溶剤・
特定化学物質等）

「新たな化学物質管理」対象物質
（リスクアセスメント対象物）

対象物質は随時追加される
予定です。 ←新たな化学物質管理の対象となる化学物質

（イメージ図）
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従来の特別規則
は維持されます

項目 取り組み 具体的内容

リスク
アセス
メント
関係の
取り組
み

化学物質の危険性・有害性の把握 ラベル表示、安全データシート（SDS）等により、化学物質の危険性・有害性
を正確に把握する。

リスクアセスメントの実施 化学物質の製造・取扱い作業について、その危険性・有害性にかかるリスク
アセスメント（リスク評価）を行う。

リスク低減措置の実施 リスクアセスメントにより明らかになったリスク（労働者が化学物質にばく
露される程度）について、これを最小限度にするための対策を講じる。

労働者の意見聴取、記録作成・保存 リスク低減措置や労働者のばく露状況について、
●労働者の意見を聴く機会を設ける。
●記録を作成し3年間（がん原生物質は30年間）保存する。

衛生委員会等での調査審議 衛生委員会（労働者数50人未満の場合は、関係労働者からの意見聴取の機
会）において、化学物質の事理鵜的な管理の実施状況を調査審議する。

リスクアセスメント結果等の記録作
成・保存

リスクアセスメント結果・リスク低減措置内容の関係労働者への周知、記録
作成・保存（次回のリスクアセスメント実施まで。但し、最低3年間。）。

健康診断の実施・記録 以下の場合に健康診断を実施
●リスクアセスメント結果に基づきばく露低減措置等の一環として健康診断
を行うこととした場合。
●濃度基準値が設定された化学物質について、労働者がこの値を超えてばく
露したおそれがある場合。

管理体
制

化学物質管理者の選任 リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、譲渡提供をする事業場では、化
学物質管理者を選任する。
（製造事業場においては、専門的講習の修了者から選任する。）

保護具着用管理責任者 リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場
では、有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理等を行わせる責任者を
選任する。

保護具 皮膚等障害防止保護具 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こし
うる化学物質等を取扱う業務に労働者を従事させる場合は、保護眼鏡、不浸
透性の保護衣、保護手袋、履物等の適切な保護具を使用させる。

ラベル ラベル表示等徹底 リスクアセスメント対象物を事業場内で他の容器に移し替えて保管する場合
等について、ラベル表示等の危険性・有害性情報伝達措置を実施。

取り組むべき主な対策

リスクアセスメントの実施方法につきましては、
「職場のあんぜんサイト」でいくつかのツールが示
されていますので、ご活用ください。
（CREATE-SIMPLE「クリエイト シンプル」等）
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◆ 危険性・有害性が高い業務（主なもの）

法適用項目 備考
(1)資格等 フォークリフトの積載荷重によって技能講習又は特別教育が必要

(3)安全装置・危険箇所等接触防止・保護具 作業指揮者、労働者との接触防止、前照燈・ヘッドガードの備付等

(4)検査・点検 年１回の特定自主検査・月例点検・作業開始前点検

(5)本来の用途以外の用途での使用禁止 荷のつり上げ、荷役装置等への人の搭乗は原則禁止

(6)作業計画 作業場所・機械・荷に適応した計画の策定

◎その他の注意点 制限速度の設定、パレットについて著しい損傷等が無いものを使用、許容過重の厳守等

(1)フォークリフトの運転
様々な業種の事業場で荷の積み下ろし作業等に使用されている、車両系荷役運搬機械で
す。労働者と混在して作業を行う場所では労働者への接触の危険性がある他、フォーク
で荷をつり上げる等の用途外での使用による転倒事故も発生しています。

種別 概要
(1)フォークリフトの運転 様々な業種の事業場で荷の積み下ろし作業等に使用されている、車両系荷役運搬機械です。労働者と混在して作業

を行う場所では労働者への接触の危険性がある他、フォークで荷をつり上げる等の用途外での使用による転倒事故
も発生しています。

(2)クレーンの運転 動力を用いて荷を垂直方向につり上げ、水平方向に移動させる機械です。つり荷と周辺で作業をしている労働者と
の接触の危険性があります。移動式クレーンの資格では運転できません。

(3)移動式クレーンの運転 ユニック車やレッカー車のことです。クレーンの資格では運転できません。つり荷と労働者との接触以外に、ブー
ムの旋回範囲内に労働者が立ち入ることにより接触する危険性があります。

(4)玉掛 クレーンや移動式クレーンでつり上げる荷をフック等の荷役装置に取り付けたり、取り外す作業です。クレーン・
移動式クレーンの資格だけではこの作業は行えません。荷のつり方を誤るとつり荷の落下等の危険が生じます。

(5)高所作業 高さ2m以上の場所で作業する際には、墜落による危険を防止するため、作業床、手すり等の設置が必要です。また、
これらの設置が困難な場合は墜落制止用器具（安全ベルト等）の使用が必要となります。

(6)はい（荷積） 手作業等で荷を積み上げる作業や逆に積み上げられた荷を卸す作業は荷の崩壊等の危険性があります。

(7)車両系建設機械 主に建設工事現場で使用される大型の機械で、①整地・運搬・積込用、②掘削用、③基礎工事用、④解体用、⑤締
固用に分かれます。労働者と混在して作業を行うことが多いことから、労働者との接触の危険性があります。

(8)有機溶剤 主に油を溶かす性質を持ち、塗装や洗浄、接着等の用途に使用される物質です。蒸気が有害であり、短時間で多く
の蒸気を吸引すると急性中毒となったり、長期的にばく露することで内臓等の疾病の原因となる可能性があります。

(9)特定化学物質 様々な用途に使用される化学物質の内、有害性が特に高いものです。長期的なばく露によりがん等の慢性疾病の原
因となる可能性があります。

(10)粉じん 金属・岩石等の研磨やアーク溶接等で発生する鉱物性の微細な粉じんで、吸引すると肺に堆積します。長期的なば
く露によりじん肺等の重大な疾病の原因となる可能性があります。

(11)石綿（アスベスト） 建物の吹付材や設備の断熱材等に使用されている鉱物で、現在は製造が禁止されていますが、建築物の解体時等に
飛散しばく露する可能性があります。吸引すると肺に堆積等し、中皮腫等の重大な疾病の原因となる可能性があり
ます。

危険性や有害性が高いことにより、労働安全衛生関係法令にて様々な定めが規定されている業務
の一部を紹介します。詳細やこれ以外の業務については、最寄りの都道府県労働局又は労働基準
監督署の安全衛生部署にお問い合わせください。

種別の解説

☠

☠

※「法適用項目」は、p15～p17の(1)～(11)の中で適用される規定が存在するもののみ掲載しています。

※(8)有機溶剤、(9)特定化学物質等を含めた危険性・有害性を有する化学物質に関する管理全般につきましては、p18を参照してください。



(5)高所作業
高さ2m以上の場所で作業する際には、墜落による危険を防止するため、作業床、手すり
等の設置が必要です。また、これらの設置が困難な場合は墜落制止用器具（安全ベルト
等）の使用が必要となります。
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法適用項目 備考
(1)資格等 運転形式やつり上げ荷重により、免許、技能講習又は特別教育が必要

(3)安全装置・危険箇所等接触防止・保護具 過巻防止装置、フックの外れ止め装置、合図者の指名、過負荷の制限、つり荷・つり具
の下方への立入禁止

(4)検査・点検 落成時・有効期間更新時の検査合格、年次・月例検査、作業開始前点検

(5)本来の用途以外の用途での使用禁止 労働者のつり上げ・運搬は、原則禁止

(11)計画等届出 つり上げ荷重により、設置届（落成検査申請書）、設置報告書等が必要

◎その他の注意点 つり上げ荷重によっては検査証が必要、定格荷重の表示等、強風時の作業中止

(2)クレーンの運転
動力を用いて荷を垂直方向につり上げ、水平方向に移動させる機械です。つり荷と周辺
で作業をしている労働者との接触の危険性があります。移動式クレーンの資格では運転
できません。

法適用項目 備考
(1)資格等 つり上げ荷重により、免許、技能講習又は特別教育

(3)安全装置・危険箇所等接触防止・保護具 過巻防止装置、フックの外れ止め装置、合図者の指名、過負荷の制限、アウトリガー等
の張出、クレーン上部旋回体への立入禁止、つり荷・つり具の下方への立入禁止

(4)検査・点検 落成時・有効期間更新時の検査合格、年次・月例検査、作業開始前点検

(5)本来の用途以外の用途での使用禁止 労働者のつり上げ・運搬は、原則禁止

(6)作業計画 作業場所・荷・機械に適用した計画の策定

(11)計画等届出 つり上げ荷重により設置報告書の提出

◎その他の注意点 つり上げ荷重によっては検査証が必要、定格荷重の表示等、強風時の作業中止

(3)移動式クレーンの運転
ユニック車やレッカー車のことです。クレーンの資格では運転できません。つり荷と労
働者との接触以外に、ブームの旋回範囲内に労働者が立ち入ることにより接触する危険
性があります。

法適用項目 備考
(1)資格等 クレーン等のつり上げ荷重によって、技能講習又は特別教育が必要です。

(3)安全装置・危険箇所等接触防止・保護具 不適格なワイヤーロープ等の使用禁止

(4)検査・点検 玉掛用具の作業開始前の点検

◎その他の注意点 同時に使用するクレーン等の適用法令も順守

(4)玉掛
クレーンや移動式クレーンでつり上げる荷をフック等の荷役装置に取り付けたり、取り
外す作業です。クレーン・移動式クレーンの資格だけではこの作業は行えません。荷の
つり方を誤るとつり荷の落下等の危険性が生じます。

!!



法適用項目 備考
(2)作業主任者 2m以上の高さのはいに関する作業（手作業）は作業主任者の選任が必要

(3)安全装置・危険箇所等接触防止・保護具 作業高さ1.5m以上の場合昇降設備、はいの間隔、崩壊防止、関係者以外立入禁止、照度
保持、保護帽

(5)本来の用途以外の用途での使用禁止 荷のつり上げ、荷役装置等への人の搭乗は原則禁止です。

◎その他の注意点 はいの高さが2m未満の場合・手作業が無い場合は作業主任者の選任不要

(6)はい（荷積）
手作業等で荷を積み上げる作業や逆に積み上げられた荷を卸す作業は荷の崩壊等の危険
性があります。

法適用項目 備考
(1)資格等 機械の区分・機体重量等によりその区分に応じた技能講習又は特別教育が必要

(3)安全装置・危険箇所等接触防止・保護具 前照灯、ヘッドガード、路肩等転落防止、労働者接触防止、合図、

(4)検査・点検 年次の特定自主検査、月例検査、日々の作業開始前点検

(5)本来の用途以外の用途での使用禁止 乗車席以外の搭乗禁止、荷のつり上げ等用途外使用禁止

(6)作業計画 作業場所の地形・地質を調査、調査結果を踏まえ運行経路・作業方法等計画策定

(11)計画等届出 行う工事内容によっては事前に計画届の提出

◎その他の注意点 制限速度、移送時の危険防止、クレーン仕様の車両系建設機械で荷のつり上げを行う際
の移動式クレーンにかかる法令順守

(7)車両系建設機械
主に建設工事現場で使用される大型の機械で、①整地・運搬・積込用、②掘削用、③基
礎工事用、④解体用、⑤締固用、⑥コンクリート打設用に分かれます。労働者と混在し
て作業を行うことが多いことから、労働者との接触の危険性があります。

法適用項目 備考
(2)作業主任者 有機溶剤業務を行う場合は作業主任者の選任が必要

(4)検査・点検 局所排気装置等は年に1回定期自主検査が必要

(7)特殊健康診断 常時従事する労働者は6ヶ月に以内毎に実施が必要

(8)作業環境測定 使用する物質等により6ヶ月以内毎に濃度測定が必要

(9)有害物ばく露防止措置 使用する物質等により局所排気装置・呼吸用保護具等が必要

(11)計画等届出 局所排気装置等は設置届の提出が必要

◎その他の注意点 物質の注意事項等の掲示、蒸気が発散しないような状態での容器の管理

(8)有機溶剤
主に油を溶かす性質を持ち、塗装や洗浄、接着等の用途に使用される物質です。蒸気が
有害であり、短時間で多くの蒸気を吸引した結果急性中毒となったり、長期的にばく露
することで内臓等の疾病の原因となる可能性があります。

☠
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法適用項目 備考
(1)資格等 墜落制止用器具使用時・足場組立作業においては特別教育が必要

(2)作業主任者 高さ5m以上の足場の組立等に作業主任者の選任が必要

(3)安全装置・危険箇所等接触防止・保護具 高さ2m以上の墜落危険箇所に手すり・中さん等設置（困難な場合は、墜落制止用器具
の使用等）、飛来落下の危険箇所については巾木設置や保護帽着用等

(4)検査・点検 足場の点検が必要

(11)計画等届出 高さ10m以上の足場・つり足場・張出足場は設置届を提出（設置期間60日未満は不要）

◎その他の注意点 工事現場のみならず、工場や店舗・事務所内でも高さ2m以上の作業場所等における墜
落防止措置は適用
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法適用項目 備考
(1)資格等 アーク溶接や発じん量が多い作業を行う場合は特別教育が必要

(4)検査・点検 局所排気装置等は年に1回定期自主検査が必要

(7)特殊健康診断 3年に1回（一定の所見者は1年に1回）じん肺健康診断が必要
健康診断結果を受けてじん肺の管理区分の決定を受ける可能性有り

(8)作業環境測定 発じん量が多い作業は6ケ月に1回濃度測定が必要

(9)有害物ばく露防止措置 作業内容によって局所排気装置・呼吸用保護具等が必要

(11)計画等届出 局所排気装置等は設置届の提出が必要

◎その他の注意点 湿潤化により発じん量を抑えた場合に法令の一部が適用されなくなる、粉じん作業を行
わない場所に休憩設備、毎日清掃

(10)粉じん
金属・岩石等の研磨やアーク溶接等で発生する微細な粉じんで、吸引すると肺に堆積し
ます。長期的なばく露によりじん肺等の重大な疾病の原因となる可能性があります。

法適用項目 備考
(1)資格等 石綿使用の建築物解体等の作業に特別教育が必要

(2)作業主任者 石綿を取扱う作業を行う際は作業主任者の選任が必要

(4)検査・点検 局所排気装置等は年に1回定期自主検査が必要

(6)作業計画 石綿使用の建築物解体等の作業前に作業計画策定

(7)特殊健康診断 常時従事する労働者は6ヶ月に以内毎に実施が必要

(8)作業環境測定 作業によっては集じん排気装置の排気口の測定

(9)有害物ばく露防止措置 石綿含有建材の種類に応じて隔離・集じん排気機・湿潤化・セキュリティゾーンの設置、
呼吸用保護具・保護衣等の使用

(10)作業記録 石綿取扱作業記録の作成・40年保存

(11)計画等届出 石綿使用の建築物解体等の作業前に計画届・作業届の提出

◎その他の注意点 建築物解体等の作業を行う場合に事前調査実施、事前調査結果の掲示

(11)石綿（アスベスト）
建物の吹付材や設備の断熱材等に使用されている鉱物で、現在は製造が禁止されていま
すが、建築物の解体時等に飛散しばく露する可能性があります。吸引すると肺に堆積等
し、中皮腫等の重大な疾病の原因となる可能性があります。

法適用項目 備考
(2)作業主任者 取扱物質に応じて作業主任者の選任が必要

(3)安全装置・危険箇所等接触防止・保護具 特定化学設備は設備等からの漏えい防止措置

(4)検査・点検 局所排気装置等は年に1回・特定化学設備は2年に1回の定期自主検査が必要

(7)特殊健康診断 常時従事する労働者は6ヶ月に以内毎に実施が必要

(8)作業環境測定 使用する物質等により①6ヶ月以内毎に濃度測定が必要・②作業方法変更時に個人サン
プリングが必要

(9)有害物ばく露防止措置 使用する物質等により局所排気装置・呼吸用保護具等が必要

(10)作業記録 使用する物質等により記録と30年保存が必要

(11)計画等届出 局所排気装置・特定化学設備等は設置届の提出が必要

◎その他の注意点 容器の管理、作業規程、漏えい時の避難等、救護組織

(9)特定化学物質
様々な用途に使用される化学物質の内、有害性が特に高いものです。長期的なばく露に
よりがん等の慢性疾病の原因となる可能性があります。

☠

・・
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労働者数が50人以上になったら（概要）９

(1) 安全衛生管理体制（担当者の選任） （安衛法第11,12,13条他）

全ての業種
• 常時使用する労働者数が50人以上となった事業場は（5の安全衛生推進者等に代えて）、衛生管
理者と産業医を選任する必要があります。

• 衛生管理者は、衛生管理者免許等一定の資格を有する者から選任する必要があり（原則として、
事業場に専属の者である必要があります。）、職務として衛生に関する技術的事項を管理させ
ます。

• 産業医は、医師から選任する必要があり（一定規模以下の場合は、嘱託でも差し支えありませ
ん）、労働者の健康管理に関する職務を行う必要があります。
一部の業種
• 常時使用する労働者数が50人以上となった事業場は（5の安全衛生推進者等に代えて）、安全管
理者を選任する必要があります。

• 安全管理者は、一定の学歴・業務経験を有し、厚生労働大臣が定める研修を修了した者から選
任する必要があり（原則として事業場に専属の者である必要があります。）、職務としては安
全に関する技術的事項を管理させます。
安全管理者・衛生管理者・産業医を選任したら
• 選任後遅滞なく、所轄労働基準監督署に選任報告を提出する必要があります。

(2) 安全衛生委員会 （安衛法第17,18,19条他）

全ての業種
• 常時使用する労働者数が50人以上となった事業場は衛生委員会を設置し、法令で定められた衛
生にかかる事項に関する調査審議を行う必要があります。
一部の業種
• 常時使用する労働者数が50人以上又は100人以上（業種によって異なります）となった事業場は、
安全委員会を設置し、法令で定められた安全にかかる事項に関する調査審議を行う必要があり
ます。
安全衛生委員会
• 安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならない場合は、安全衛生委員会としての設
置が可能です。

事業場の常時使用する労働者数（法人では無く各事業場毎であり、正社員以外の労働者も常時
使用する者は人数に含みます。派遣労働者も含みます。）が50人以上となった場合、以下の様な
様々な義務が生じます。
主なものの概要は以下のとおりですが、詳しくは関係するパンフレットを参照するか、滋賀労
働局健康安全課や労働基準監督署にお問い合わせください。

(3) 定期健康診断の結果報告 （安衛法第100条、安衛則第52条）

常時使用する労働者数が50人以上となった事業場は、定期健康診断の結果を所定の様式により
所轄労働基準監督署に報告する必要があります。

(4) ストレスチェック （安衛法第66条の10他）
• 常時使用する労働者数が50人以上となった事業場は、心理的な負担の程度を把握するための検
査（ストレスチェック）を実施する必要があります。

• 高ストレス者と判断された労働者から申し出があった場合は、医師による面接指導を行い、必
要な措置を講じます。

• 検査の結果は、所定の様式により所轄労働基準監督署に報告してください。



名称 所在地 電話番号 管轄

滋賀労働局
労働基準部 健康安全課

大津市打出浜14-15
滋賀労働総合庁舎5階 077-522-6650

大津労働基準監督署
安全衛生課

大津市打出浜14-15
滋賀労働総合庁舎3階 077-522-6678 大津市、草津市、栗東市、

守山市、野洲市、高島市

彦根労働基準監督署
安全衛生課

彦根市西今町58-3
彦根地方合同庁舎3階 0749-22-0654 彦根市、米原市、長浜市、

犬上郡、愛知郡

東近江労働基準監督署
第２方面 東近江市八日市緑町8-14 0748-41-3366 東近江市、近江八幡市、

甲賀市、湖南市、蒲生郡

法律上のお問い合わせは、下表の滋賀労働局及び県内の労働基準監督署にて対
応しています。

滋賀労働局・大津労働基準監督署（滋賀労働総合庁舎）

彦根労働基準監督署

東近江労働基準監督署

滋賀労働局の
ホームページは
こちら（2024.4）


